
自転車に対する取締りを強化しています！
原則として指導警告票を活用した指導警告を実施し、

〇警察官の再三の警告に従わない
〇違反行為により車両や歩行者に具体的な危険
を生じさせる
〇交通事故に直結する危険な運転行為

などの悪質かつ危険な違反者には、交通切符などを適用
し、厳正に検挙します！

自転車も検挙されます！

適正な１１０番利用をお願いします!
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夕方５時～７時は 魔 の時間
日没時間が早くなって、帰宅ラッシュの時間帯には
周りが暗く見えづらくなります。
夕方５時から７時の時間帯で交通事故の発生件数
が増加します！
そこで

車の運転手は
・早めの前照灯点灯
・速度を落として、安全運転

自転車の運転手は
・早めのライト点灯
・反射材の有効活用

歩行者は
・周りから見えやすい色の服装
・反射材の有効活用
・斜め横断をしない

をして、交通事故に遭わないようにしましょう！
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～自転車の交通取締り強化！～
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